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§1. 計画の概要 

 計画背景 

現在、三鷹市が管理する橋梁は全体で58橋あり、これら橋梁58橋については10年後に

は79％、20年後には90％、30年後には97％の橋梁が建設後50年を経過するため、今

後、急速に老朽化が進み、市民生活の安全性を確保することが困難となる恐れがあります。 

 

図 1-1 橋齢の推移(令和３年３月現在)  

 

 これまでの取り組みと計画改定の目的 

かつての橋梁の維持管理は、損傷が深刻化した時点で大規模な修繕や架替えを行う事後保

全型で行われていましたが、三鷹市では平成７年度から点検を開始し、平成20年度からは

５年に１回の頻度で定期点検を行っています。この点検結果を基に橋梁の健全度を把握しな

がら、必要な最小限の修繕及び耐用年数を迎えた橋梁の架替えを行う「経過観察型」の維持

管理を行ってきました。しかし、このままでは今後多くの橋梁が同時期に耐用年数を迎える

ことになり、市民生活の安全性を確保することが困難となるとともに、橋梁の修繕や架替え

に要する費用が市の財政に大きな負担をかけると予想されました。 

そこで、平成26年度に長寿命化修繕計画を策定し大規模な修繕・架替えを行わないこと

を前提とし、定期点検を行いながら予防保全的な対策を計画的に行う「予防保全型」の維持

管理を新しく設定しました。 
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表 1-1 維持管理区分 

 

平成26年度計画では、従来行われてきた「架替えを前提として最小限の維持管理を行う

対応（経過観察型）」に「大規模な修繕・架替えを行わないことを前提として、予防的な対

策を計画的に行う対応（予防保全型）」を加えた維持管理としました。これにより常に橋梁

を健全な状態に保ち、市民生活に欠かせない安全・安心な道路ネットワークを確保すること

に併せ、架替えを行う橋梁を減らすことによりライフサイクルコストの縮減を図りました。 

 

 

図 1-2 経過観察型と予防保全型のイメージ図 
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平成26年度計画の策定から6年が経過した令和2年現在、国交省の橋梁定期点検要領によ

る定期点検が行われ、部材の健全度を評価した「健全性の診断(Ⅰ～Ⅳ)」による点検結果が

蓄積されてきました。これを踏まえ本計画では平成26年度計画の見直しを行い、利用する

市民等の安全な通行や公共構造物の更なる健全な保全を図ります。さらに対策工法・単価の

見直しを行い、より実勢に近いライフサイクルコストの推計を行うことを目的とします。 

 

 対象橋梁の分類 

対象橋梁58橋について、経過観察型の維持管理とする橋梁と予防保全型の維持管理とす

る橋梁に分類を行います。 

(1) 経過観察型の維持管理を行う橋梁 

① 階段橋 

② 鋼製護岸と一体になっており、将来、護岸の改修に伴って必ず架替えが必要となる仙

川上流部に架かる橋梁 

③ 改修予定がある水路等に架かり、改修又は廃止される予定の橋梁 

④ 道路区域外に架かる橋梁 

(2) 予防保全型の維持管理を行う橋梁 

経過観察型の維持管理を行うもの以外のすべての橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 対象橋梁分類の流れ  

予防保全型管理対象橋梁 

24 橋 

経過観察型管理対象橋梁 

34 橋 

NO 32 橋 

NO 37 橋 

YES 5 橋 

YES 8 橋 

YES 2 橋 

NO 24 橋 
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NO 56 橋 

 

 

三鷹市管理橋梁 

58 橋 
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改修予定の水路等に 
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 経過観察型維持管理 

(1) 基本方針 

5 年に 1 回の定期点検を行いながら、架替えを前提として最小限の維持管理を行います。 

なお、鋼製護岸と一体になっており、将来、護岸の改修に伴って必ず架替えが必要となる

仙川上流部に架かる橋梁については、架替えの際に維持管理が容易な構造物（ボックスカル

バート等）に変更し、その後の維持管理費が最小となるように検討します。 

(2) 対象橋梁一覧 

表 1-2 対象橋梁一覧表(経過観察型) 
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(3) 対象橋梁位置図 

 

図 1-4 対象橋梁位置図(経過観察型) 
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 予防保全型維持管理 

(1) 基本方針 

5 年に 1 回の定期点検の結果を基に、現状で損傷している箇所を初期段階で修繕を行いま

す。その後は大規模な修繕・架替えをしないことを前提とした予防的な対策を行い、それを

繰り返すことで、常に橋梁を健全な状態に維持させます。この手法の維持管理を行うことに

より、安全・安心な道路ネットワークの確保とライフサイクルコストの縮減を図ることが可

能です。 

予防保全型の維持管理を行うためには、点検結果のデータの分析と、今後、橋梁の各部材

がどのように劣化していくのかを予測し、その劣化に合わせた修繕の計画を立てる必要があ

ります。 

(2) 対象橋梁一覧 

表 1-3 対象橋梁一覧表(予防保全型) 
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(3) 対象橋梁位置図 

 

図 1-5 対象橋梁位置図(予防保全型)  
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 定期点検スケジュール 

今後の各橋梁の点検スケジュールを、表 1-4、表 1-5 に示します。 

表 1-4 点検スケジュール(経過観察型) 
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表 1-5 点検スケジュール(予防保全型) 
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§2. 長寿命化修繕計画の基本的な考え方 

 計画期間 

予防保全型維持管理の対象とした24橋について、修繕計画の開始年は平成26年度計画と

の調整を考慮し、令和4年度とします。 

また計画期間は、経過観察型と予防保全型のライフサイクルコストの比較を行う上で、す

べての橋が耐用年数を迎える期間とすることが望ましいですが、長すぎると社会情勢の変化

や材料費等の変動もあり、適正なコストの比較が困難となります。 

そこで本計画では、主に高度経済成長期に架設された21橋が架替え時期を迎える期間と

なる50年間について計画を策定するものとします。 

 

図 2-1 計画期間 

 計画策定の流れ 

定期点検及び日常的な道路パトロールによる点検結果等から、現在すでに損傷が確認でき

ており修繕が必要なものについては「短期計画」を立案し、現在は修繕する必要はないが、

将来、修繕する必要があるものについては「中・長期計画」として立案します。なお、

「中・長期計画」は将来、損傷する部材や修繕後の部材における対策工となるため、点検結

果を基に劣化曲線や部材耐用年数等により修繕時期を予測して策定します。 

「短期計画」と「中・長期計画」の分類については、定期点検結果より国土交通省の「橋

梁定期点検要領(国土交通省道路局国道・技術課)（以下、定期点検要領といいます。）」で

定められた部材ごとの健全性の診断（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）で判断します。 

本計画では、予防保全型管理を行うことから、予防保全段階である健全度Ⅱ以上を維持す

ることを管理目標とします。以上から健全度がⅢ、Ⅳのものは要補修部材として「短期計

画」、健全度がⅠ、Ⅱのものは「中・長期計画」として補修計画を立案するものとします。 
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表 2-1 健全性の診断と長寿命化修繕計画の関係 

健全性の診断 

（橋梁定期点検要領 国土交通省準用） 

長寿命化修繕計画 

による考え方 
管理水準 

Ⅰ 健全 修繕等が当面不要 － 

Ⅱ 予防保全段階 予防保全の観点から補修  

管理目標 

 

Ⅲ 早期措置段階 早期（5年以内）修繕が必要   

Ⅳ 緊急措置段階 緊急対応が必要 － 

 

※ 管理目標： 

長寿命化修繕計画における「管理水準＝予防保全型」に対する管理限界とします。本計

画では、この限界を下回らないように管理することが重要となります。 

 

表 2-2 計画区分表 
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図 2-2 計画策定の流れ  
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 ライフサイクルコストの算出 

予防保全型維持管理を行う24橋について、修繕計画の策定期間である50年間のライフサ

イクルコストを算出します。 

ライフサイクルコストの内訳は、短期計画及び中・長期計画の中で行われる修繕費の合計

とします。中・長期計画の中の修繕費には、劣化予測に基づき行う部材の修繕費に加え、耐

用年数を迎えた過去の補修材の修繕費も計上します。 

なお、本計画では修繕工事に伴う設計委託費は含まないものとします。 

 

 

図 2-3 ライフサイクルコストの内訳 
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 予算の平準化 

ライフサイクルコストを劣化予測等から算出された修繕年度ごとにグラフ化すると、修繕

費が突出する年、または年間補修橋梁数が多くなる年が発生します。ここで、予防保全型の

維持管理を円滑に進めるためには「前倒し」と「先送り」の２通りの手法を用いて、平準化

を図る必要があります。 

平準化のための先送りの期間は、長すぎると劣化が進行し、策定した対策では修繕が困難

となる場合が考えられることから、５年以内を基本とし最長でも10年以内とします。 

先送り期間を５年以内とした部材については、定期点検時に確認された損傷に対して次回

の点検までに修繕を行います。また６年から10年とした部材については、確認された損傷

に対して次回の点検時に損傷の経過を確認し、その次の点検までに修繕を行います。 

平準化前後のイメージを図 2-4、図 2-5に示します。 

 

図 2-4 平準化前の年度別ライフサイクルコストイメージ 

 

 

 

図 2-5 平準化後の年度別ライフサイクルコストイメージ 
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